
 

6 条－28 
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6 条－29 

六条－参考 5 

既許可 ６条審査資料 外部からの衝撃による損傷の防止（その他外部事象）  

 「別添資料１ 外部事象の考慮について」 
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6 条－30 
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6 条－31 
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6 条－32 
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6 条－33 

六条－参考 6 

既許可 添付書類八 1.9.7.1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年 6 月 19 日制定）」に対する適合 
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6 条－34 
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6 条－35 
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6 条－36 
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6 条－37 
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7 条補足説明資料 

発電用原子炉施設への 

人の不法な侵入等の防止 
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７条－1 

1. 要求事項 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位

置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位

置、構造及び設備の基準に関する規則の

解釈 

備考 

（発電用原子炉施設への人の不法な侵入

等の防止） 

第七条 工場等には、発電用原子炉施

設への人の不法な侵入、発電用原子炉

施設に不正に爆発性又は易燃性を有す

る物件その他人に危害を与え、又は他

の物件を損傷するおそれがある物件が

持ち込まれること及び不正アクセス行

為（不正アクセス行為の禁止等に関す

る法律（平成十一年法律第百二十八

号）第二条第四項に規定する不正アク

セス行為をいう。第二十四条第六号に

おいて同じ。）を防止するための設備を

設けなければならない。 

第７条（発電用原子炉施設への人の不法

な侵入等の防止） 

１ 第７条の要求には、工場等内の人に

よる核物質の不法な移動又は妨害破

壊行為、郵便物等による工場等外か

らの爆破物又は有害物質の持ち込み

及びサイバーテロへの対策が含まれ

る。 

適合対象 

（2.1 に設計方針等

を示す） 

 

 

2. 適合のための設計方針等 

「1. 要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための設計

方針等を示すとともに，今回の設備改造時における適合のための設計方針等を以

下に示す。 

 

2.1 設置許可基準規則第七条について 

既許可における設計方針等 

既許可では，発電用原子炉施設への人の不法な侵入，郵便物等による発電所外

からの爆発物や有害物質の持込み及び不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）
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７条－2 

に対し，これを防護するため，核物質防護対策を講じた設計とすることとしてい

る。 

【七条－参考 1】 

設備改造時における設計方針等 

今回の設備改造により撤去するダクトには，原子炉建屋原子炉棟内及び原子炉

建屋付属棟内で閉止措置を行う。また，撤去するダクトが貫通していた原子炉建

屋原子炉棟の壁には，人の不法な侵入等の防止を図ることができる閉止措置を行

う設計とし，原子炉建屋付属棟内で閉止したダクト廻りは，原子炉建屋付属棟の

外壁により，人の不法な侵入等の防止を図ることができる設計とする。加えて，

移設する原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ検出器についても，人の不法

な侵入等の防止が図られた原子炉建屋付属棟内に移設する。 

以上のとおり，設備改造に係る設備は，全て人の不法な侵入等の防止が図られ

た原子炉建屋原子炉棟及び原子炉建屋付属棟に設置することから，発電用原子炉

施設内に設定した区域，区画に設置する設計に変更はなく，核物質防護対策も適

切に講じられた設計となる。 

したがって，既許可における設計方針等を踏まえたものであり，本項に適合す

る。  
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７条－3 

七条－参考 1 

既許可 ７条審査資料 1. 基本方針 1.2 追加要求事項に対する適合性 
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７条－4 
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8 条補足説明資料 

火災による損傷の防止 
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8 条－1 

1. 要求事項 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

（火災による損傷の防止） 

第八条 設計基準対象施設は、火災に

より発電用原子炉施設の安全性が損な

われないよう、火災の発生を防止するこ

とができ、かつ、早期に火災発生を感知

する設備（以下「火災感知設備」という。）

及び消火を行う設備（以下「消火設備」

といい、安全施設に属するものに限る。）

並びに火災の影響を軽減する機能を有

するものでなければならない。 

 

第８条（火災による損傷の防止） 

１ 第８条については、設計基準に

おいて発生する火災により、発

電用原子炉施設の安全性が損な

われないようにするため、設計

基準対象施設に対して必要な機

能（火災の発生防止、感知及び消

火並びに火災による影響の軽

減）を有することを求めている。

また、上記の「発電用原子炉施設

の安全性が損なわれない」とは、

安全施設が安全機能を損なわな

いことを求めている。 

したがって、安全施設の安全機

能が損なわれるおそれがある火

災に対して、発電用原子炉施設

に対して必要な措置が求められ

る。 

適合対象 

（2.1 に設計方

針等を示す） 

２ 第８条について、別途定める「実

用発電用原子炉及びその附属施

設の火災防護に係る審査基準」

（原規技発第 1306195 号（平成

２５年６月１９日原子力規制委

員会決定））に適合するものであ

ること。 
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8 条－2 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

２ 消火設備（安全施設に属するものに

限る。）は、破損、誤作動又は誤操作

が起きた場合においても発電用原子

炉を安全に停止させるための機能を

損なわないものでなければならな

い。 

 

３ 第２項の規定について、消火設

備の破損、誤作動又は誤操作が

起きた場合のほか、火災感知設

備の破損、誤作動又は誤操作が

起きたことにより消火設備が作

動した場合においても、発電用

原子炉を安全に停止させるため

の機能を損なわないものである

こと。 

適合対象 

（2.2 に設計方

針等を示す） 
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8 条－3 

2. 適合のための設計方針等 

「1. 要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための設

計方針等を示すとともに，今回の設備改造時における適合のための設計方針等

を以下に示す。 

  

2.1 設置許可基準規則第八条第 1 項について 

既許可における設計方針等 

既許可では，設計基準対象施設は，火災により発電用原子炉施設の安全性

を損なわないよう，火災発生防止，火災感知及び消火並びに火災の影響軽減

の措置を講じるものとしている。 

（1）火災発生防止 

安全機能を有する構築物，系統及び機器は，不燃性材料若しくは難燃性

材料と同等以上の性能を有するものである場合，又は他の安全機能を有す

る構築物，系統及び機器において火災が発生することを防止するための措

置が講じられている場合を除き，不燃性材料若しくは難燃性材料を使用す

る設計としている。 

電気系統については，必要に応じて過電流継電器等の保護装置と遮断器

の組合せ等により，過電流による過熱，焼損の防止を図るとともに，必要

な電気設備に接地を施す設計としている。 

落雷や地震により火災が発生する可能性を低減するため，避雷設備を設

けるとともに，安全上の重要度に応じた耐震設計を行うこととしている。 

（2）火災感知及び消火 

安全機能を有する構築物，系統及び機器に対して，早期の火災感知及び

消火を行うため異なる種類の感知器を設置する設計としている。 

消火設備は，自動消火設備，手動操作による固定式消火設備，水消火設
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8 条－4 

備及び消火器を設置する設計とし，原子炉の高温停止及び低温停止を達成

し，維持するために必要な構築物，系統及び機器が設置される火災区域又

は火災区画並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系

統及び機器が設置される火災区域のうち，火災発生時に安全機能への影響

が考えられ，かつ煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なとこ

ろには，自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置する設計

としている。 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，

系統及び機器の相互の系統分離を行うために設けられた火災区域又は火災

区画に設置する消火設備は，系統分離に応じた独立性を備えた設計として

いる。 

火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，安全機能を有す

る構築物，系統及び機器の耐震クラスに応じて，地震発生時に機能を維持

できる設計としている。 

（3）火災の影響軽減のための対策 

火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについては，重要度に応じ

て以下に示す火災の影響軽減のための対策を講じた設計としている。 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を

有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域は，3 時間以上の耐火能

力を有する耐火壁として，3 時間耐火に設計上必要なコンクリート壁厚で

ある 150mm 以上の壁厚を有するコンクリート耐火壁又は火災耐久試験によ

り 3 時間以上の耐火能力を有することを確認した耐火壁（耐火隔壁，貫通

部シール，防火扉，防火ダンパ等）により隣接する他の火災区域と分離す

る設計としている。 

火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは，以下に示すいずれかの
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8 条－5 

要件を満たす設計としている。 

ａ．互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルに

ついて，互いの系列間が 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離

されていること。 

ｂ．互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルに

ついて，互いに系列間の水平距離が 6m 以上あり，かつ，火災感知設備

及び自動消火設備が当該火災区域又は火災区画に設置されていること。

この場合，水平距離間には仮置きするものを含め可燃性物質が存在し

ないこと。 

ｃ．互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルに

ついて，互いの系列間が 1 時間の耐火能力を有する隔壁等で分離され

ており，かつ，火災感知設備及び自動消火設備が当該火災区画に設置

されていること。 

放射線物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器が

設置される火災区域については，3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁

（耐火隔壁，貫通部シール，防火扉，防火ダンパ等）によって隣接する

他の火災区域から分離された設計としている。 

   【八条－参考 1】 
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8 条－6 

設備改造時における設計方針等 

今回の設備改造では，原子炉棟換気系隔離弁及びダクトの一部並びに原子

炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ検出器は，火災により発電用原子炉施

設の安全性が損なわれないよう火災区域が設定された原子炉建屋原子炉棟及

び原子炉建屋付属棟に設置するとともに，火災発生防止，火災感知及び消火

並びに火災の影響軽減の措置を講じる設計についても変更が生じないよう設

計する。 

（1）火災発生防止 

安全機能を有する構築物，系統及び機器は，不燃性材料若しくは難燃性

材料と同等以上の性能を有するものである場合又は他の安全機能を有する

構築物，系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置

が講じられている場合を除き，不燃性材料若しくは難燃性材料を使用した

設計についても変更が生じないよう設計する。 

電気系統については，必要に応じて過電流継電器等の保護装置と遮断器

の組合せ等により，過電流による過熱，焼損の防止を図るとともに，必要

な電気設備に接地を施す設計についても変更が生じないよう設計する。 

原子炉建屋原子炉棟及び原子炉建屋付属棟は，落雷により火災が発生す

る可能性を低減するため，建築基準法に基づく避雷設備により防護される

設計に変更はない。また，耐震クラスに応じて十分な支持性能を持つ地盤

に設置するとともに，自らが破壊又は倒壊することによる火災の発生を防

止する設計についても変更が生じないよう設計する。 

（2）火災感知及び消火 

原子炉棟換気系隔離弁及びダクトの一部並びに原子炉建屋換気系（ダク

ト）放射線モニタ検出器は，重要度分類のクラス１，クラス２及び安全評

価上その機能を期待するクラス３に属する機器であるが，火災により安全
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8 条－7 

機能への影響が考えにくいこと，3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁（耐

火隔壁）によって隣接する他の火災区域から分離することで，火災が発生

したとしても隣接する安全機能を有する構築物，系統及び機器が延焼等に

よる火災の影響を受けるおそれはないことから，火災の感知として，消防

法又は建築基準法に基づき火災感知器を設置し，中央制御室の受信機で監

視するとともに，煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となら

ない火災区域に設置するため，消火設備として消火器で消火を行う設計に

ついても変更が生じないよう設計する。 

（3）火災の影響軽減のための対策 

原子炉棟換気系隔離弁及びダクトの一部並びに原子炉建屋換気系（ダク

ト）放射線モニタ検出器は，3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁（耐火

隔壁）によって隣接する他の火災区域から分離する設計方針に変更はない。 

 

以上のとおり，設備改造においても既許可で設定した火災区域に設置する

とともに，火災発生防止，火災感知及び消火並びに火災の影響軽減の措置を

講じる設計についても変更が生じないよう設計する。 

したがって，既許可における適合のための設計方針等を踏まえたものであ

り，本項に適合する。 

【八条－参考 1,3,4,5】 
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8 条－8 

2.2 設置許可基準規則第八条第２項について 

既許可における設計方針等 

消火設備の破損，誤作動又は誤操作が起きた場合においても，消火設備の

消火方法，消火設備の配置設計等を行うことにより，原子炉を安全に停止さ

せるための機能を損なわない設計としている。具体的には，二酸化炭素は不

活性であること，全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備で使用するハロゲ

ン化物消火剤は，電気絶縁性が大きく揮発性も高いことから，設備の破損，

誤作動又は誤操作により消火剤が放出されても電気及び機械設備に影響を与

えないため，火災区域又は火災区画に設置するガス消火設備には，ハロゲン

化物自動消火設備（全域），ハロゲン化物自動消火設備（局所）又は二酸化

炭素自動消火設備（全域）を選定する設計としている。 

【八条－参考 2,3】 

設備改造における設計方針等 

原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ検出器の移設先は，煙の充満又

は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域であり，自動消火

設備を設ける必要がないことから，既許可における設計方針等に記載した自

動消火設備の選定も不要である。また，溢水防護区画については，9 条補足

説明資料に示すとおり，消火栓及び消火配管は配置されておらず，消火設備

の破損，誤作動又は誤操作による想定破損及び地震による溢水源はないもの

の，消火水の放水による溢水及びその他の溢水影響評価を実施し，移設後に

おいても消火水により機能喪失しない設計であることを確認している。 

その他の今回の設備改造については，設備の撤去を行うものであり，消火

設備による影響を受けることはない。 

以上のことから，消火設備の破損，誤作動又は誤操作が起きた場合におい

ても，原子炉を安全に停止させるための機能を損なわない設計に変更は生じ
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8 条－9 

ない。 

したがって，既許可における適合のための設計方針等を踏まえたものであ

り，本項に適合する。 

【八条－参考 2,3，9 条補足説明資料参照】 
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8 条－10 

八条－参考 1 

既許可 ８条審査資料 1. 基本事項 1.2 追加要求事項に対する適合性 
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8 条－11 
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8 条－12 
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8 条－13 
 

810



 

8 条－14 

八条－参考 2 

既許可 ８条審査資料 1. 基本事項 1.2 追加要求事項に対する適合性 
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8 条－15 

八条－参考 3 

既許可 ８条審査資料 1. 基本事項 1.2 追加要求事項に対する適合性 
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8 条－16 
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8 条－17 
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8 条－18 
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8 条－19 
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8 条－20 
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8 条－21 
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8 条－22 
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8 条－23 
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8 条－24 
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8 条－25 
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8 条－26 
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8 条－27 
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8 条－28 
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8 条－29 
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8 条－30 
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8 条－31 
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8 条－32 
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8 条－33 
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8 条－34 
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8 条－35 
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8 条－36 
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8 条－37 
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8 条－38 
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8 条－39 

 八条－参考 4 

既許可 ８条審査資料 資料３．東海第二発電所における火災区域，区画の設

定について 添付資料 2 東海第二発電所における原子炉の安全停止に必要な

機器等の配置を明示した図面 
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8 条－40 

既許可 ８条審査資料 資料５．東海第二発電所における原子炉の安全停止に

必要な構築物，系統及び機器が設置される火災区域又は火災区画の感知設備に

ついて 添付資料 4 東海第二発電所における火災感知器の配置を明示した図

面 
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8 条－41 

八条－参考 5 

既許可 ８条審査資料 資料６．東海第二発電所における原子炉の安全停止に

必要な構築物，系統及び機器が設置される火災区域又は火災区画の消火設備に

ついて 添付資料 9 東海第二発電所における消火栓配置図並びに手動消火の

対象となる低耐震クラス機器リスト 

 

838



 

 

 

 

 

 

 

 

9 条補足説明資料 

溢水による損傷の防止等 
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9 条－1 

1. 要求事項 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則の解釈 

備考 

（溢水による損傷の防止等） 

第九条 安全施設は、発電用原子炉施

設内における溢水が発生した場合にお

いても安全機能を損なわないものでな

ければならない。 

 

第９条（溢水による損傷の防止等） 

１ 第１項は、設計基準において想定す

る溢水に対して、安全施設が安全機

能を損なわないために必要な安全

施設以外の施設又は設備等（重大事

故等対処設備を含む。）への措置を

含む。 

２ 第１項に規定する「発電用原子炉施

設内における溢水」とは、発電用原

子炉施設内に設置された機器及び

配管の破損（地震起因を含む。）、消

火系統等の作動、使用済燃料貯蔵槽

等のスロッシングその他の事象に

より発生する溢水をいう。 

３ 第１項に規定する「安全機能を損な

わないもの」とは、発電用原子炉施

設内部で発生が想定される溢水に

対し、原子炉を高温停止でき、引き

続き低温停止、及び放射性物質の閉

じ込め機能を維持できること、ま

た、停止状態にある場合は、引き続

きその状態を維持できることをい

う。さらに、使用済燃料貯蔵槽にお

いては、プール冷却機能及びプール

への給水機能を維持できることを

いう。 

適合対象 

（2.1 に設計方針

等を示す） 
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9 条－2 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則の解釈 

備考 

２ 設計基準対象施設は、発電用原子炉

施設内の放射性物質を含む液体を

内包する容器、配管その他の設備か

ら放射性物質を含む液体があふれ

出た場合において、当該液体が管理

区域外へ漏えいしないものでなけ

ればならない。 

４ 第２項に規定する「容器、配管その

他の設備」には、次に掲げる設備を

含む。 

・ポンプ、弁 

・使用済燃料貯蔵プール（ＢＷ

Ｒ）、使用済燃料貯蔵ピット（Ｐ

ＷＲ） 

・サイトバンカ貯蔵プール 

・原子炉ウェル、機器貯蔵プール

（ＢＷＲ） 

・原子炉キャビティ（キャナルを

含む。）（ＰＷＲ） 

適合対象外 

（2.2 に示すとお

り，原子炉棟換気

系は，放射性物質

を含む液体を内包

していないため） 
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9 条－3 

2. 適合のための設計方針等 

「1. 要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための

設計方針等を示すとともに，今回の設備改造時における適合のための設計方

針等を以下に示す。 

 

2.1 設置許可基準規則第九条第１項について 

既許可における設計方針等 

既許可では，溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必

要がある施設を，発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する

審査指針（以下「重要度分類審査指針」という。）におけるクラス１，クラ

ス２及びクラス３に属する構築物，系統及び機器としている。 

この中から，溢水防護上必要な機能を有する構築物，系統及び機器を選定

する。具体的には，原子炉を高温停止でき，引き続き低温停止，及び放射性

物質の閉じ込め機能を維持するために必要な設備，また，停止状態にある場

合は引き続きその状態を維持するために必要な設備として，重要度分類審査

指針における分類のクラス１，２に属する構築物，系統及び機器に加え，安

全評価上その機能を期待するクラス３に属する構築物，系統及び機器並びに

使用済燃料プールの冷却機能及び給水機能に属する構築物，系統及び機器を

抽出している。 

以上を踏まえ，溢水防護対象設備として，重要度の特に高い安全機能を有

する構築物，系統及び機器並びに使用済燃料プールの冷却機能及び給水機能

を維持するために必要な構築物，系統及び機器を抽出している。 

【九条－参考 1】 
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9 条－4 

この中で，原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ検出器として，原子

炉建屋排気筒モニタ（Ａ）（検出器），原子炉建屋排気筒モニタ（Ｂ）（検出

器），原子炉建屋排気筒モニタ（Ｃ）（検出器），原子炉建屋排気筒モニタ

（Ｄ）（検出器）を，また，原子炉棟換気系隔離弁として，Ｃ／Ｓ給気隔離

ダンパ（通常系）（機器番号：ＳＢ２－１Ａ（ＡＯ）），Ｃ／Ｓ給気隔離ダン

パ（通常系）（機器番号：ＳＢ２－１Ｂ（ＡＯ）），Ｃ／Ｓ給気隔離ダンパ

（機器番号：ＳＢ２－１Ｃ（ＡＯ）），Ｃ／Ｓ給気隔離ダンパ（機器番号：Ｓ

Ｂ２－１Ｄ（ＡＯ）），Ｃ／Ｓ排気隔離ダンパ（通常系）（機器番号：ＳＢ２

－２Ａ（ＡＯ）），Ｃ／Ｓ排気隔離ダンパ（通常系）（機器番号：ＳＢ２－２

Ｂ（ＡＯ）），Ｃ／Ｓ排気隔離ダンパ（機器番号：ＳＢ２－２Ｃ（ＡＯ）），Ｃ

／Ｓ排気隔離ダンパ（機器番号：ＳＢ２－２Ｄ（ＡＯ））を防護対象設備と

している。 

また，原子炉建屋排気筒モニタ（Ａ）（検出器），原子炉建屋排気筒モニタ

（Ｂ）（検出器），原子炉建屋排気筒モニタ（Ｃ）（検出器），原子炉建屋排気

筒モニタ（Ｄ）（検出器），Ｃ／Ｓ排気隔離ダンパ（通常系）（機器番号：Ｓ

Ｂ２－２Ａ（ＡＯ）），Ｃ／Ｓ排気隔離ダンパ（通常系）（機器番号：ＳＢ２

－２Ｂ（ＡＯ））については溢水防護区画ＣＳ－３－２に，Ｃ／Ｓ排気隔離

ダンパ（機器番号：ＳＢ２－２Ｃ（ＡＯ）），Ｃ／Ｓ排気隔離ダンパ（機器番

号：ＳＢ２－２Ｄ（ＡＯ））については，溢水防護区画ＣＳ－３－３に，Ｃ

／Ｓ給気隔離ダンパ（通常系）（機器番号：ＳＢ２－１Ａ(ＡＯ)），Ｃ／Ｓ給

気隔離ダンパ（通常系）（機器番号：ＳＢ２－１Ｂ（ＡＯ）），Ｃ／Ｓ給気隔

離ダンパ（機器番号：ＳＢ２－１Ｃ(ＡＯ）），Ｃ／Ｓ給気隔離ダンパ（機器

番号：ＳＢ２－１Ｄ（ＡＯ））については溢水防護区画ＣＳ－３－１に設置

している。 

【九条－参考 2】 
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9 条－5 

また，原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ検出器の移設先である溢

水防護区画ＣＳ－３－３については，想定破損及び地震による溢水源はな

く，消火水の放水による溢水及びその他の溢水影響評価を実施している。 

【九条－参考 3】 

設備改造時における設計方針等 

 原子炉棟換気系隔離弁の設備改造内容は，Ｃ／Ｓ給気隔離ダンパ（Ｃ／Ｓ

給気隔離ダンパ（機器番号：ＳＢ２－１Ｃ（ＡＯ）），Ｃ／Ｓ給気隔離ダンパ

（機器番号：ＳＢ２－１Ｄ（ＡＯ）），Ｃ／Ｓ排気隔離ダンパ（通常系）（機

器番号：ＳＢ２－２Ａ（ＡＯ）），Ｃ／Ｓ排気隔離ダンパ（通常系）（機器番

号：ＳＢ２－２Ｂ（ＡＯ））の撤去であるため，溢水影響評価に変更はな

い。 

原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ検出器は，原子炉棟換気系隔離

弁の撤去に伴い原子炉建屋排気筒モニタ（Ａ）（検出器），原子炉建屋排気筒

モニタ（Ｂ）（検出器），原子炉建屋排気筒モニタ（Ｃ）（検出器），原子炉建

屋排気筒モニタ（Ｄ）（検出器）を溢水防護区画ＣＳ－３－２から溢水防護

区画ＣＳ－３－３へ移設するが，機能喪失高さ（3.29m）の変更はない。移

設先の溢水防護区画で考慮される溢水のうち，消火水の放水による溢水

（46.8m３）に対する没水影響評価については，区画滞留面積（22.40m２）か

ら算出される溢水水位は 2.09m であり，原子炉建屋換気系（ダクト）放射線

モニタ検出器は移設後も機能喪失しない。消火水の放水による溢水に対する

被水影響評価については，原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ検出器

は防滴仕様を有していることから機能喪失しない。また，その他の溢水につ

いては影響評価を実施しており，溢水防護区画ＣＳ－３－３は対応不要であ

ることを確認している。 
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9 条－6 

以上の内容から，設備改造時においても，既許可の溢水影響評価に影響を

与えない。 

したがって，既許可における設計方針等を踏まえたものであり，本項に適

合する。 

【九条－参考 4】 

 

2.2 設置許可基準規則第九条第２項について 

既許可における設計方針 

既許可では，管理区域内で発生した溢水の管理区域外への伝搬経路となる

箇所については，壁，扉，堰等による漏えい防止対策を行うことにより，機

器の破損等により生じた放射性物質を内包する液体が管理区域外に漏えいす

ることを防止する設計としている。 

【九条－参考 5】 

 

設備改造時における設計方針 

今回の設備改造に係る設備は，放射性物質を含む液体を内包する設備で

はなく，撤去するダクトが貫通していた原子炉建屋原子炉棟の壁について

も閉止措置を行うことから，管理区域境界に変更はない。 

このため，本項については適合対象外である。  
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9 条－7 

九条－参考 1 

既許可 添付書類八 1.6 溢水防護に関する基本方針 
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9 条－8 
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9 条－9 

 九条－参考 2 

既許可 ９条審査資料 別添資料 1 東海第二発電所 内部溢水の影響評価に

ついて 添付資料-1 機能喪失判定の考え方と選定された防護対象設備につい

て 
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9 条－10 

 

 

  

849



 

9 条－11 

 

既許可 ９条審査資料 補足説明資料-42 溢水影響評価上の防護対象設備の

配置について 
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9 条－12 
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9 条－13 

九条－参考 3 

既許可 ９条審査資料 補足説明資料-43 原子炉建屋内の漏えい検知器設置

箇所について 
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9 条－14 

既許可 ９条審査資料 別添資料 1 東海第二発電所 内部溢水の影響評価に

ついて 8. 地震時評価に用いる各項目の算出及び影響評価 8.6 地震時の

没水影響評価 8.6.3 地震時の溢水伝播評価結果 
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9 条－15 

既許可 ９条審査資料 別添資料 1 東海第二発電所 内部溢水の影響評価に

ついて 添付資料-6 消火活動による溢水影響評価について 
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9 条－16 

既許可 ９条審査資料 別添資料 1 東海第二発電所 内部溢水の影響評価に

ついて 補足説明資料-34 常設物品等の現場調査結果について 
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9 条－17 

既許可 ９条審査資料 別添資料 1 東海第二発電所 内部溢水の影響評価に

ついて 補足説明資料-25 その他の漏えい事象に対する確認について 
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9 条－18 

九条－参考 4 

既認可 工事計画に係る補足説明資料 補足-310 

 

  

857



 

9 条－19 

九条－参考 5 

既許可 添付書類八 1.6 溢水防護に関する基本方針 
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10 条補足説明資料 

誤操作の防止 
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10 条－1 

1. 要求事項 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則の解釈 備考 

（誤操作の防止） 

第十条 設計基準対象施設は、誤

操作を防止するための措置を講じ

たものでなければならない。 

 

第１０条（誤操作の防止） 

１ 第１項に規定する「誤操作を防止するた

めの措置を講じたもの」とは、人間工学

上の諸因子を考慮して、盤の配置及び操

作器具並びに弁等の操作性に留意する

こと、計器表示及び警報表示において発

電用原子炉施設の状態が正確かつ迅速

に把握できるよう留意すること並びに

保守点検において誤りを生じにくいよ

う留意すること等の措置を講じた設計

であることをいう。また、運転時の異常

な過渡変化又は設計基準事故の発生後、

ある時間までは、運転員の操作を期待し

なくても必要な安全機能が確保される

設計であることをいう。 

適合対象 

（2.1 に設計

方 針 等 を 示

す） 

 

２ 安全施設は、容易に操作するこ

とができるものでなければなら

ない。 

２ 第２項に規定する「容易に操作すること

ができる」とは、当該操作が必要となる

理由となった事象が有意な可能性をも

って同時にもたらされる環境条件（余震

等を含む。）及び施設で有意な可能性を

もって同時にもたらされる環境条件を

想定しても、運転員が容易に設備を運転

できる設計であることをいう。 

適合対象 

（2.2 に設計

及び設計方針

等を示す） 
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10 条－2 

2. 適合のための設計方針等 

「1. 要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための設

計方針等を示すとともに，今回の設備改造時における適合のための設計方針等

を以下に示す。 

 

2.1 設置許可基準規則第十条第 1 項について 

既許可における設計方針等 

 既許可では，運転員の誤操作を防止するため，盤の配置，操作器具等の操

作性に留意するとともに，状態表示及び警報表示により発電用原子炉施設の

状態が正確，かつ迅速に把握できる設計としている。また，保守点検におい

て誤りが生じにくいよう留意した設計としている。 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故発生後，ある時間までは，運転

員の操作を期待しなくても必要な安全機能が確保される設計としている。こ

こで，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に期待する設備ではな

い場合には，その対象外としている。 

さらに，その他の安全施設の操作などについても，プラントの安全上重要

な機能を損なうおそれがある機器・弁やプラント外部の環境に影響を与える

おそれのある現場弁等に対して，色分けや銘板取り付けによる識別管理を行

うとともに，施錠管理により誤操作を防止する設計としている。 

これらを留意した設計とすることにより，誤操作を防止することとしてい

る。 

下記に示す今回の設備改造のうち，運転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故の評価に直接関係する設備としては，原子炉建屋換気系（ダクト）放射

線モニタ検出器があり，添付書類十の環境への放射性物質の異常な放出のう
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10 条－3 

ち「燃料集合体の落下」及び「原子炉冷却材喪失」においてこの検出器によ

る信号の発信に期待している。 

【十条－参考 1】 

【十条－参考 2】 

設備改造時における設計方針等 

原子炉棟換気系は，通常運転時における原子炉建屋の負圧維持のための常

用換気系（ＭＳ－３）であるとともに，原子炉冷却材喪失等が生じた場合，

ドライウェル圧力高，原子炉水位低，原子炉建屋放射能高のいずれかの信号

で，原子炉棟換気系隔離弁を閉止することにより，ＭＳ－１及びＭＳ－２機

能を持つ二次格納施設のバウンダリを形成する設計としている。また，原子

炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ検出器は，安全保護系として上記の原

子炉建屋放射能高の信号を発信する機能（ＭＳ－１）とともに，緊急時対策

上重要なもの及び異常状態の把握機能（ＭＳ－３）を有している。 

今回の設備改造では，原子炉棟換気系隔離弁及びダクトの一部を撤去する

が，原子炉建屋付属棟内の隔離弁及びダクト並びに原子炉建屋原子炉棟内に

追設するダクトにより，上記ＭＳ－１，２及び３の機能が維持されるよう，

常用換気系の機能を維持するとともに，原子炉冷却材喪失等が生じた場合に

隔離弁を閉止する設計についても変更が生じないよう設計する。撤去するダ

クトには原子炉建屋原子炉棟内及び原子炉建屋付属棟内で閉止措置を行い，

撤去するダクトが貫通していた原子炉建屋原子炉棟の壁には閉止措置を行

う。後者の閉止措置した壁は，二次格納施設（原子炉建屋原子炉棟）のバウ

ンダリを形成することとなるため，二次格納施設としての設計を行う。 

また，今回の設備改造では，原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ検

出器を原子炉建屋付属棟内の原子炉棟換気系排気ラインＢ系隔離弁の上流
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10 条－4 

（原子炉側）に移設することで，上記ＭＳ－１及び３の機能を維持できるよ

う設計する。 

以上の設計により，添付書類十の安全評価において考慮している原子炉建

屋換気系（ダクト）放射線モニタ検出器による「原子炉建屋放射能高」信号

の発信についても，燃料の落下等により放射性物質が放出された場合におい

て，原子炉棟換気系隔離弁は自動的に閉鎖し，原子炉建屋ガス処理系を自動

的に起動させる設計としており，変更が生じない。また，撤去，追設される

隔離弁及びダクトについても，識別管理による誤操作を防止する設計とす

る。 

したがって，既許可における設計方針等を踏まえたものであり，本項に適

合する。 

 

2.2 設置許可基準規則第十条第２項について 

既許可における設計方針等 

 既許可では，当該操作が必要となる理由となった事象が有意な可能性をも

って同時にもたらされる環境条件及び発電用原子炉施設で有意な可能性をも

って同時にもたらされる環境条件（地震，内部火災，内部溢水，外部電源喪

失，ばい煙・有毒ガス・降下火砕物による操作雰囲気の悪化，凍結による操

作環境への影響）を想定しても，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故

に対応するための設備を運転員が中央制御室において容易に操作することが

できる設計とするとともに，現場操作についても運転時の異常な過渡変化及

び設計基準事故時に操作が必要な箇所は環境条件を想定し，適切な対応を行

うことにより容易に操作することができる設計としている。 

【十条－参考 3】 
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10 条－5 

設備改造における設計方針等 

2.1 項に記載したとおり，今回の設備改造に係る設備は全て原子炉建屋原

子炉棟及び原子炉建屋付属棟に設置し，当該操作が必要となる理由となった

事象が有意な可能性をもって同時にもたらされる環境条件及び発電用原子炉

施設で有意な可能性をもって同時にもたらされる環境条件（地震，内部火

災，内部溢水，外部電源喪失，ばい煙・有毒ガス・降下火砕物による操作雰

囲気の悪化，凍結による操作環境への影響）を想定しても，運転員が中央制

御室において容易に操作することができる環境となるよう設計する。 

なお，今回の設備改造に係る設備は，全て自動作動又は中央制御室からの

運転操作により起動する設備であり，現場操作は必要としない設計としてい

る。 

以上の内容から，設備改造時においても，容易に操作できる環境とする設

計について変更が生じない。 

したがって，既許可における設計方針等を踏まえたものであり，本項に適

合する。 
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10 条－6 

十条－参考 1 

既許可 １０条審査資料 1. 基本方針 1.2 追加要求事項に対する適合性

（手順等含む） 
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10 条－7 

 

既許可 １０条審査資料 2. 追加要求事項に対する適合方針 
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10 条－8 

十条－参考 2 

既許可 添付書類十 3. 事故解析 3.4 環境への放射性物質の異常な放出 
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10 条－9 
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10 条－10 
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10 条－11 
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10 条－12 
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10 条－13 

十条－参考 3 

既許可 １０条審査資料 1. 基本方針 1.2 追加要求事項に対する適合性

（手順等含む） 
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10 条－14 
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10 条－15 
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10 条－16 
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10 条－17 
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10 条－18 

既許可 １０条審査資料 2. 追加要求事項に対する適合方針 
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10 条－19 
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10 条－20 
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11 条補足説明資料 

安全避難通路等
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11 条―1 

1. 要求事項 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

（安全避難通路等） 

第十一条 発電用原子炉施設には、次

に掲げる設備を設けなければならない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示

することにより容易に識別できる

安全避難通路 

第１１条（安全避難通路等） 

１ 第１１条は、設計基準において

想定される事象に対して発電用

原子炉施設の安全性が損なわれ

ない（安全施設が安全機能を損

なわない。）ために必要な安全施

設以外の施設又は設備等への措

置を含む。 

適合対象 

（2.1 に設計方

針等を示す） 

二 照明用の電源が喪失した場合にお

いても機能を損なわない避難用の

照明 

２ 第２号に規定する「避難用の照

明」の電力は、非常用電源から供

給されること、又は電源を内蔵

した照明装置を装備すること。 

適合対象 

（2.2 に設計方

針等を示す） 

三 設計基準事故が発生した場合に用

いる照明（前号の避難用の照明を

除く。）及びその専用の電源 

 

３ 第３号に規定する「設計基準事

故が発生した場合に用いる照

明」とは、昼夜及び場所を問わ

ず、発電用原子炉施設内で事故

対策のための作業が生じた場合

に、作業が可能となる照明のこ

とをいう。なお、現場作業の緊急

性との関連において、仮設照明

の準備に時間的猶予がある場合

には、仮設照明（可搬型）による

対応を考慮してもよい。 

適合対象 

（2.3 に設計方

針等を示す） 
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11 条―2 

2. 適合のための設計方針等 

「1. 要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための設

計方針等を示すとともに，今回の設備改造時における適合のための設計方針等

を以下に示す。 

 

2.1 設置許可基準規則第十一条第 1 項第１号について 

既許可における設計方針等 

既許可では，発電用原子炉施設の建屋内には避難通路を設ける設計としてい

る。また，避難通路には必要に応じて，標識並びに非常灯及び誘導灯を設け，

その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる設計として

いる。       

【十一条－参考 1】 

設備改造時における設計方針等 

今回の設備改造により撤去するダクトは，原子炉建屋原子炉棟内及び原子炉

建屋付属棟内で閉止措置を行う。また，撤去するダクトが貫通していた原子炉

建屋原子炉棟の壁には閉止措置を行う設計とする。 

以上の設備改造に係る設備は，全て原子炉建屋原子炉棟及び原子炉建屋付属

棟に設置し，その建屋内には避難通路を設ける設計とする。また，避難通路に

は必要に応じて，標識並びに非常灯及び誘導灯を設け，その位置を明確かつ恒

久的に表示することにより容易に識別できる設計とする。 

以上の内容から，設備改造時においても，安全避難通路の設計方針について

変更が生じない。 

したがって，既許可における適合のための設計方針等を踏まえたものであ

り，本項に適合する。 

 

882



11 条―3 

2.2 設置許可基準規則第十一条第 1 項第２号について 

既許可における設計方針等 

既許可では，非常灯及び誘導灯は，非常用ディーゼル発電機，蓄電池又は灯

具に内蔵した蓄電池により，照明用の電源が喪失した場合においても機能を損

なわない設計としている。 

【十一条－参考 1】 

設備改造時における設計方針等 

2.1 項に記載したとおり，今回の設備改造に係る設備は，全て原子炉建屋原

子炉棟及び原子炉建屋付属棟に設置する。その建屋内に設置する非常灯及び誘

導灯は，設備改造時においても，非常用ディーゼル発電機，蓄電池又は灯具に

内蔵した蓄電池により，照明用の電源が喪失した場合において機能を損なわな

い設計とする方針について変更が生じない。 

したがって，既許可における適合のための設計方針等を踏まえたものであ

り，本項に適合する。 
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11 条―4 

2.3 設置許可基準規則第十一条第 1 項第３号について 

既許可における設計方針等 

既許可では，設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照明として，避難

用の照明とは別に，非常用照明，直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明を設置する

設計としている。 

設計基準事故が発生した場合に作業用照明が必要となる場所の抽出を行い，

発電用原子炉の停止，停止後の冷却及び監視等の操作が必要となる中央制御

室，現場機器室及び現場機器室へのアクセスルートに，避難用の照明とは別に

作業用照明を設置する設計としている。 

【十一条－参考 1】 
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11 条―5 

第 1 表 作業用照明が必要となる作業場所 

選定項目 設置箇所 

①発電用原子炉の停止，停止後

の冷却及び監視等の操作

＜発電用原子炉設置変更許可申請書 添付書類十

に示す事故＞ 

1)中央制御室

②設計基準事故発生時に必要な

操作を実施する現場機器室

＜放射性気体廃棄物処理施設の一部が破損した

場合において，タービン建屋搬出入口シャッター

を開放している作業員等は閉操作を実施＞ 

1)タービン建屋搬出入口…タービン建屋 1 階

③八条（火災による損傷の防

止）：内部火災発生時に必要な

操作を実施する現場機器室

＜火災により原子炉保護系の論理回路が励磁状

態を維持し，発電用原子炉をスクラムさせる必要

がある場合に，現場での原子炉保護系母線停止操

作を実施＞ 

1)電気室…原子炉建屋付属棟 1 階

④第九条（溢水による損傷の防

止等）：内部溢水発生時に必要

な操作を実施する現場機器室

＜地震時の溢水の要因により燃料プール冷却浄

化系の機能が喪失した際に，残留熱除去系により

燃料プールの冷却及び注水機能維持のため現場

での手動弁操作を実施＞ 

1)ＭＳＩＶ－ＬＣＳマニホールド室

…原子炉建屋原子炉棟 3 階 

2)エレベータ正面…原子炉建屋原子炉棟 4 階

3)ＦＰＣポンプ室…原子炉建屋原子炉棟 4 階

⑤十四条（全交流動力電源喪失

対策設備）：全交流動力電源喪失

時から重大事故等に対処するた

めに必要な電力の供給が交流動

力電源から開始される前までに

必要な操作を実施する現場機器

室

＜全交流動力電源喪失時に非常用ディーゼル発

電機または外部電源復旧が不可能な場合に，常設

代替交流電源設備からの受電準備の現場操作と

して，不要な負荷の切り離し操作を実施＞ 

1)電気室…原子炉建屋付属棟 1 階，地下 1 階，地

下 2 階 

⑥第二十六条（原子炉制御室

等）：中央制御室退避事象時に必

要な操作を実施する現場機器室

1)中央制御室外原子炉停止装置 

…

⑦中央制御室から現場機器室ま

での建屋内アクセスルート
1)通路
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11 条―6 

設備改造時における設計方針等 

2.1 項に記載したとおり，今回の設備改造に係る設備は，全て原子炉建屋原

子炉棟及び原子炉建屋付属棟に設置する。これらの設備改造を行う区画は，第

1 表に示す作業用照明が必要となる作業場所に該当しないが，その他の区画に

おいて，設計基準事故が発生した場合に必要となる場所に作業用照明を設置す

る設計について変更は生じない。 

したがって，既許可における適合のための設計方針等を踏まえたものであ

り，本項に適合する。 
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11 条―7 

十一条－参考 1 

既許可 １１条審査資料 1. 基本方針 1.2 追加要求事項に対する適合性 
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11 条―8 
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11 条―9 
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11 条―10 

既許可 １１条審査資料 2. 安全避難通路等 
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11 条―11 
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11 条―12 
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12 条補足説明資料 

安全施設 
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12 条－1 

1. 要求事項 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

（安全施設） 

第十二条 安全施設は、その安全機能

の重要度に応じて、安全機能が確保され

たものでなければならない。 

 

第１２条（安全施設） 

１ 第１項に規定する「安全機能の

重要度に応じて、安全機能が確

保されたもの」については、「発

電用軽水型原子炉施設の安全機

能の重要度分類に関する審査指

針」による。ここで、当該指針に

おける「安全機能を有する構築

物、系統及び機器」は本規定の

「安全施設」に読み替える。 

適合対象 

（2.1 に設計方

針等を示す） 

２ 安全機能を有する系統のうち、安全

機能の重要度が特に高い安全機能を

有するものは、当該系統を構成する

機械又は器具の単一故障（単一の原

因によって一つの機械又は器具が所

定の安全機能を失うこと（従属要因

による多重故障を含む。）をいう。以

下同じ。）が発生した場合であって、

外部電源が利用できない場合におい

ても機能できるよう、当該系統を構

成する機械又は器具の機能、構造及

び動作原理を考慮して、多重性又は

多様性を確保し、及び独立性を確保

するものでなければならない。 

２ 第２項の「単一故障」は、従属要

因に基づく多重故障を含まれ

る。 

３ 第２項に規定する「安全機能を

有する系統のうち、安全機能の

重要度が特に高い安全機能を有

するもの」は、上記の指針を踏ま

え、以下に示す機能を有するも

のとする。 

一 その機能を有する系統の多重

性又は多様性を要求する安全

機能 

 

適合対象 

（2.2 に設計方

針等を示す） 
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12 条－2 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

 

※ これを原子炉内高圧時にお

ける減圧系を作動させる機

能及び原子炉内低圧時にお

ける注水機能により代替で

きる場合には、それらの機

能と原子炉内高圧時におけ

る注水機能により多様性を

満足している。 

二 その機能を有する複数の系統

があり、それぞれの系統につ

いて多重性又は多様性を要求

する安全機能 
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12 条－3 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

４ 第２項に規定する「単一故障」

は、動的機器の単一故障及び静

的機器の単一故障に分けられ

る。重要度の特に高い安全機能

を有する系統は、短期間では動

的機器の単一故障を仮定して

も、長期間では動的機器の単一

故障又は想定される静的機器の

単一故障のいずれかを仮定して

も、所定の安全機能を達成でき

るように設計されていることが

必要である。 

５ 第２項について、短期間と長期

間の境界は 24 時間を基本とし、

運転モードの切替えを行う場合

はその時点を短期間と長期間の

境界とする。例えば運転モード

の切替えとして、加圧水型軽水

炉の非常用炉心冷却系及び格納

容器熱除去系の注入モードから

再循環モードへの切替えがあ

る。 

また、動的機器の単一故障又は

想定される静的機器の単一故障

のいずれかを仮定すべき長期間

の安全機能の評価に当たって

は、想定される最も過酷な条件

下においても、その単一故障が
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12 条－4 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

安全上支障のない期間に除去又

は修復できることが確実であれ

ば、その単一故障を仮定しなく

てよい。 

さらに、単一故障の発生の可能

性が極めて小さいことが合理的

に説明できる場合、あるいは、単

一故障を仮定することで系統の

機能が失われる場合であって

も、他の系統を用いて、その機能

を代替できることが安全解析等

により確認できれば、当該機器

に対する多重性の要求は適用し

ない。 

３ 安全施設は、設計基準事故時及び設

計基準事故に至るまでの間に想定さ

れる全ての環境条件において、その

機能を発揮することができるもので

なければならない。 

 

６ 第３項に規定する「想定される

全ての環境条件」とは、通常運転

時、運転時の異常な過渡変化時

及び設計基準事故時において、

その機能が期待されている構築

物、系統及び機器が、その間にさ

らされると考えられる全ての環

境条件をいう。 

 

適合対象 

（2.3 に設計方

針等を示す） 

４ 安全施設は、その健全性及び能力を

確認するため、その安全機能の重要

度に応じ、発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるも

のでなければならない。 

７ 第４項に規定する「発電用原子

炉の運転中又は停止中に試験又

は検査ができる」とは、実系統を

用いた試験又は検査が不適当な

場合には、試験用のバイパス系

適合対象 

（2.4 に設計方

針等を示す） 
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12 条－5 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

 を用いること等を許容すること

を意味する。 

８ 第４項に規定する「試験又は検

査」については、次の各号による

こと。 

一 発電用原子炉の運転中に待機

状態にある安全施設は、運転

中に定期的に試験又は検査

（実用発電用原子炉及びその

附属施設の技術基準に関する

規則（平成２５年原子力規制

委員会規則第６号。以下「技

術基準規則」という。）に規

定される試験又は検査を含

む。）ができること。ただ

し、運転中の試験又は検査に

よって発電用原子炉の運転に

大きな影響を及ぼす場合は、

この限りでない。また、多重

性又は多様性を備えた系統及

び機器にあっては、各々が独

立して試験又は検査ができる

こと。 

二 運転中における安全保護系の

各チャンネルの機能確認試験

にあっては、その実施中にお

いても、その機能自体が維持

されていると同時に、原子炉
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12 条－6 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

停止系及び非常用炉心冷却系

等の不必要な動作が発生しな

いこと。 

三 発電用原子炉の停止中に定期

的に行う試験又は検査は、法

及び技術基準規則に規定され

る試験又は検査を含む。 

９ 第４項について、下表の左欄に

掲げる施設に対しては右欄に示

す要求事項を満たさなければな

らない。 
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12 条－7 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

 

５ 安全施設は、蒸気タービン、ポンプそ

の他の機器又は配管の損壊に伴う飛

散物により、安全性を損なわないも

のでなければならない。 

 

１０ 第５項に規定する「蒸気ター

ビン、ポンプその他の機器又

は配管の損壊に伴う飛散物」

とは、内部発生エネルギーの

高い流体を内蔵する弁及び配

管の破断、高速回転機器の破

損、ガス爆発又は重量機器の

落下等によって発生する飛散

物をいう。なお、二次的飛散

物、火災、化学反応、電気的損

傷、配管の破損又は機器の故

障等の二次的影響も考慮する

ものとする。また、上記の「発

生する飛散物」の評価につい

ては、「タービンミサイル評価

について」（昭和５２年７月２

０日原子力委員会原子炉安全

専門審査会）等によること。 

適合対象外 

（2.5 に示すと

お り 設 備 改 造

を 行 う 原 子 炉

棟 換 気 系 や 原

子 炉 建 屋 換 気

系（ダクト）放

射 線 モ ニ タ 検

出 器 は 飛 散 物

の 発 生 源 と な

ら な い こ と に

加え,ミサイル

防 護 の 対 象 と

ならないため） 

６ 重要安全施設は、二以上の発電用原

子炉施設において共用し、又は相互

に接続するものであってはならな

い。ただし、二以上の発電用原子炉施

１１ 第６項に規定する「重要安全

施設」については、「発電用軽

水型原子炉施設の安全機能の

重要度分類に関する審査指

適合対象 

（2.6 に設計方

針等を示す） 

900



12 条－8 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

設と共用し、又は相互に接続するこ

とによって当該二以上の発電用原子

炉施設の安全性が向上する場合は、

この限りでない。 

 

針」においてクラスＭＳ－１

に分類される下記の機能を有

する構築物等を対象とする。 

・原子炉の緊急停止機能 

・未臨界維持機能 

・原子炉冷却材圧力バウンダ

リの過圧防止機能 

・原子炉停止後の除熱機能 

・炉心冷却機能 

・放射性物質の閉じ込め機能

並びに放射線の遮蔽及び放

出低減機能（ただし、可搬型

再結合装置及び沸騰水型発

電用原子炉施設の排気筒（非

常用ガス処理系排気管の支

持機能を持つ構造物）を除

く。） 

・工学的安全施設及び原子炉

停止系への作動信号の発生

機能 

・安全上特に重要な関連機能

（ただし、原子炉制御室遮

蔽、取水口及び排水口を除

く。） 

１２ 第６項に規定する「安全性が

向上する場合」とは、例えば、

ツインプラントにおいて運転

員の融通ができるように居住
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12 条－9 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

性を考慮して原子炉制御室を

共用した設計のように、共用

対象の施設ごとに要求される

技術的要件を満たしつつ、共

用することにより安全性が向

上するとの評価及び設計がな

された場合をいう。 

１３ 第６項に規定する「共用」と

は、２基以上の発電用原子炉

施設間で、同一の構築物、系統

又は機器を使用することをい

う。 

１４ 第６項に規定する「相互に接

続」とは、２基以上の発電用原

子炉施設間で、系統又は機器

を結合することをいう。 

７ 安全施設（重要安全施設を除く。）は、

二以上の発電用原子炉施設と共用

し、又は相互に接続する場合には、発

電用原子炉施設の安全性を損なわな

いものでなければならない。 

 適合対象 

（2.7 に設計方

針等を示す） 

2. 適合のための設計方針等 

「1. 要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための設

計方針等を示すとともに，今回の設備改造時における適合のための設計方針等

を以下に示す。 
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12 条－10 

2.1 設置許可基準規則第十二条第１項について 

既許可における設計方針等 

既許可では，安全施設を「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類

に関する審査指針」に基づき，それが果たす安全機能の性質に応じて，異常発

生防止系（ＰＳ）及び異常影響緩和系（ＭＳ）に分類している。また，安全施

設の有する安全機能の重要度に応じて，クラス１，クラス２及びクラス３に分

類している。安全施設は，この分類に応じて，それぞれの基本的目標を達成す

ることができる設計方針とすることにより，安全機能を確保することとしてい

る。 

【十二条－参考 1】 

設備改造時における設計方針等 

原子炉棟換気系は，通常運転時における原子炉建屋の負圧維持のための常用

換気系（ＭＳ－３）であるとともに，原子炉冷却材喪失等が生じた場合，ドラ

イウェル圧力高，原子炉水位低，原子炉建屋放射能高のいずれかの信号で，原

子炉棟換気系隔離弁を閉止することにより，ＭＳ－１及びＭＳ－２機能を持つ

二次格納施設のバウンダリを形成する設計としている。また，原子炉建屋換気

系（ダクト）放射線モニタ検出器は，安全保護系として上記の原子炉建屋放射

能高の信号を発信する機能（ＭＳ－１）とともに，緊急時対策上重要なもの及

び異常状態の把握機能（ＭＳ－３）を有している。 

今回の設備改造では，原子炉棟換気系隔離弁及びダクトの一部を撤去する

が，原子炉建屋付属棟内の隔離弁及びダクト並びに原子炉建屋原子炉棟内に追

設するダクトにより，上記ＭＳ－１，２及び３の機能が維持されるよう，常用

換気系の機能を維持するとともに，原子炉冷却材喪失等が生じた場合に隔離弁

を閉止する設計についても変更が生じないよう設計する。撤去するダクトには

原子炉建屋原子炉棟内及び原子炉建屋付属棟内で閉止措置を行い，撤去するダ
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12 条－11 

クトが貫通していた原子炉建屋原子炉棟の壁には閉止措置を行う。後者の閉止

措置した壁は，二次格納施設（原子炉建屋原子炉棟）のバウンダリを形成する

こととなるため，二次格納施設としての設計を行う。 

また，今回の設備改造では，原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ検出

器を原子炉建屋付属棟内の原子炉棟換気系排気ラインＢ系隔離弁の上流（原子

炉側）に移設することで，上記ＭＳ－１及び３の機能を維持できるよう設計す

る。 

以上の内容から，設備改造時においても，安全機能の重要度に応じて，安全

機能が確保される設計について変更が生じない。 

したがって，既許可における適合のための設計方針等を踏まえたものであ

り，本項に適合する。 

 

第 12－1 表 今回の設備改造に係る機能別重要度分類 

分類 

異常状態発生防止 

定義 機能 
構築物，系統又は

機器 

特記すべき

関連系 

ＭＳ－１ 

1)異常状態発生

時に原子炉を緊

急に停止し，残

留熱を除去し，

原子炉冷却材圧

力バウンダリの

過圧を防止し，

敷地周辺公衆へ

の過度の放射線

の影響を防止す

る構築物，系統

及び機器 

6)放射性物質の

閉じ込め機能，

放射線の遮へい

及び放出低減機

能 

・原子炉建屋換気系

隔離弁  
－ 

2)安全上必須な

そ の 他 の 構 築

物，系統及び機

器 

1)工学的安全施

設及び原子炉停

止系への作動信

号の発生機能 

・原子炉建屋ガス処

理系作動の安全保

護回路（原子炉建屋

換気系（ダクト）放

射線モニタ検出器） 

－ 
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12 条－12 

2.2 設置許可基準規則第十二条第２項について  

既許可における設計方針等 

既許可では，安全機能を有する系統のうち，安全機能の重要度が特に高い安

全機能を有するものについては，当該系統を構成する機械又は器具の単一故障

が発生した場合であって，外部電源が利用できない場合においても機能できる

よう，当該系統を構成する機械又は器具の機能，構造及び動作原理を考慮して，

多重性又は多様性及び独立性を確保する設計としている。 

【十二条－参考 2】 

設備改造時における設計方針等 

原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ検出器は，設置許可基準規則解釈

第１２条３項二号に示されている「その機能を有する複数の系統があり、それ

ぞれの系統について多重性又は多様性を要求する安全機能」として「工学的安

全施設に分類される機器若しくは系統に対する作動信号の発生機能」を有し，

「安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するもの」に該当する。 

2.1 項に記載した今回の設備改造でも，原子炉建屋換気系（ダクト）放射線

モニタ検出器は，外部電源が利用できない場合においても機能できるよう，多

重性又は多様性及び独立性を確保する設計について変更が生じない。 

また，原子炉棟換気系隔離弁は，設備改造時においても直列 2 弁構成の設計

とし，電源等が機能喪失した場合にフェイルクローズする設計とすることで，

外部電源が利用できない場合においても機能できるよう，多重性又は多様性及

び独立性を確保する設計について変更が生じない。 

したがって， 既許可における適合のための設計方針等を踏まえたものであ

り，本項に適合する。 
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12 条－13 

2.3 設置許可基準規則第十二条第３項について 

既許可における設計方針等 

 既許可では，安全施設の設計条件を設定するに当たっては，材料疲労，劣化

等に対しても十分な余裕をもって機能維持が可能となるよう，通常運転時，運

転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定される圧力，温度，湿度，

放射線量等各種の環境条件下で，期待されている安全機能を発揮できる設計と

している。 

【十二条－参考 3】 

設備改造時における設計方針等 

2.1 項に記載した今回の設備改造に係る設備は，通常運転時，運転時の異常

な過渡変化時及び設計基準事故時に想定される圧力，温度，湿度，放射線量等

各種の環境条件下で，期待されている安全機能を発揮できる設計とし，設備改

造時においても，その設計について変更が生じない。 

したがって，既許可における適合のための設計方針等を踏まえたものであり，

本項に適合する。 

 

2.4 設置許可基準規則第十二条第４項について 

既許可における設計方針等 

既許可では， 安全施設は，その健全性及び能力を確認するために，その安全

機能の重要度に応じ，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができ

る設計としている。 

また，既許可では，設置許可基準規則解釈第１２条９に示される表の左欄の

機器等について，右欄に示される試験又は検査に係る要求事項を満たすよう設

計している。                      

【十二条－参考 4】 
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12 条－14 

設備改造時における設計方針等 

2.1 項に記載したとおり，今回の設備改造に係る設備は，安全機能の重要度

に応じた設計について変更が生じないよう設計する。 

原子炉棟換気系隔離弁は，原子炉棟換気系を閉鎖させる機能（ＭＳ－１）を

有する二次格納施設のバウンダリとして，設置許可基準規則解釈第１２条９に

示される表の左欄の「隔離弁」に該当するため，右欄の「隔離弁は、定期的な

動作試験が可能であり、かつ、重要な弁については、漏えい試験ができること」

とする設計について変更が生じない。 

また， 原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ検出器は，原子炉建屋放射

能高の信号を発信させる機能（ＭＳ－１）を有することを踏まえ，設置許可基

準規則解釈第１２条９に示される表の左欄の「安全保護系」に該当するため，

右欄の要求事項を踏まえた設計とし，設備改造時においても，その設計につい

て変更が生じない。 

したがって，既許可における適合のための設計方針等を踏まえたものであり，

本項に適合する。 

 

2.5 設置許可基準規則第十二条第５項について 

既許可における設計方針等 

既許可では， 発電用原子炉施設内部においては，内部発生エネルギの高い流

体の弁の破損，配管の破断及び高速回転機器の破損による飛散物が想定される

ため，プラントの安全性を損なうおそれのある飛散物が発生する可能性を十分

低く抑えるよう，機器の設計，製作，品質管理，運転管理に十分な考慮を払う

こととしている。 

また，万一タービンの破損を想定した場合でも，飛散物によって安全施設の

機能が損なわれている可能性を極めて低くする設計としている。 
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12 条－15 

【十二条－参考 5】 

設備改造時における設計方針等 

2.1 項に記載した今回の設備改造に係る設備は，内部発生エネルギの高い流

体を内包せず，また，高速回転機器にも該当しないため，飛散物の発生源とし

て考慮する必要はない。 

また， 「タービンミサイル評価について」（昭和５２年７月２０日原子力委

員会原子炉安全専門審査会）においては，ミサイル防護の対象を格納容器内冷

却材圧力バウンダリ及び使用済燃料プールとしており，設備改造を行う原子炉

棟換気系や原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ検出器はミサイル防護の

対象ではない。 

したがって，本項については適合対象外である。 

【十二条－参考 6】 

 

2.6 設置許可基準規則第十二条第６項について 

既許可における設計方針等 

 既許可では，重要安全施設の共用又は相互接続はしない設計としている。 

【十二条－参考 7】 

設備改造時における設計方針等 

2.1 項に記載したとおり，今回の設備改造に係る設備は，全て東海第二発電

所に係るものであり，設備改造時においても，重要安全施設の共用又は相互接

続はしない設計について変更が生じない。 

したがって，既許可における適合のための設計方針等を踏まえたものであり，

本項に適合する。 
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12 条－16 

2.7 設置許可基準規則第十二条第７項について 

既許可における設計方針等 

 既許可では，安全施設（重要安全施設を除く。）のうち，２以上の発電用原子

炉施設間で共用する場合についての要求事項を定めており，既許可において，

２以上の発電用原子炉施設間で共用する安全施設は，固体廃棄物処理系，所内

ボイラ設備，所内蒸気系，給水処理系，緊急時対策所，通信連絡設備，放射線

監視設備及び消火系としている。 

【十二条－参考 8】 

設備改造時における設計方針等 

2.1 項に記載したとおり，今回の設備改造に係る設備は，全て東海第二発電

所に係るものであり，設備改造時においても，２以上の発電用原子炉施設間で

共用しない設計について変更が生じない。 

したがって，既許可における適合のための設計方針等を踏まえたものであり，

本項に適合する。 
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12 条－17 

十二条－参考 1 

既許可 １２条審査資料 1. 基本方針 1.2 追加要求事項に対する適合性 
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12 条－18 
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12 条－19 
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12 条－20 
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12 条－21 
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12 条－22 

十二条－参考 2 

既許可 １２条審査資料 1. 基本方針 1.2 追加要求事項に対する適合性 

 

 

915



12 条－23 
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12 条－24 

十二条－参考 3 

既許可 １２条審査資料 1. 基本方針 1.2 追加要求事項に対する適合性 
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12 条－25 
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12 条－26 

十二条－参考 4 

既許可 １２条審査資料 1. 基本方針 1.2 追加要求事項に対する適合性 
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12 条－27 

十二条－参考 5 

既許可 １２条審査資料 1. 基本方針 1.2 追加要求事項に対する適合性 
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12 条－28 
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12 条－29 

十二条－参考 6 

「タービンミサイル評価について」 

（昭和５２年７月２０日原子力委員会原子炉安全専門審査会） 
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12 条－30 

十二条－参考 7 

既許可 １２条審査資料 1. 基本方針 1.2 追加要求事項に対する適合性 
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12 条－31 

十二条－参考 8 

既許可 １２条審査資料 1. 基本方針 1.2 追加要求事項に対する適合性 
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12 条－32 
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13 条補足説明資料 

運転時の異常な過渡変化及び 

設計基準事故の拡大の防止 

926



 

13 条－1 

1. 要求事項 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

（運転時の異常な過渡変化及び設計基

準事故の拡大の防止） 

第十三条 設計基準対象施設は、次に

掲げる要件を満たすものでなければな

らない。 

一 運転時の異常な過渡変化時におい

て次に掲げる要件を満たすもので

あること。 

イ 最小限界熱流束比（燃料被覆材か

ら冷却材への熱伝達が低下し、燃

料被覆材の温度が急上昇し始め

る時の熱流束（単位時間及び単位

面積当たりの熱量をいう。以下同

じ。）と運転時の熱流束との比の

最小値をいう。）又は最小限界出

力比（燃料体に沸騰遷移が発生し

た時の燃料体の出力と運転時の

燃料体の出力との比の最小値を

いう。）が許容限界値以上である

こと。 

ロ 燃料被覆材が破損しないもので

あること。 

ハ 燃料材のエンタルピーが燃料要

素の許容損傷限界を超えないこ

と。 

ニ 原子炉冷却材圧力バウンダリに

かかる圧力が最高使用圧力の一・

第１３条（運転時の異常な過渡変

化及び設計基準事故の拡大の防止) 

 

 

 

１ 第１号に規定する「設計基準

対象施設は、次に掲げる要件を満 

たすものでなければならない」に

ついては、運転時の異常な過渡変

化及び設計基準事故に対する解析

及び評価を「発電用軽水型原子炉

施設の安全評価に関する審査指

針」（平成２年８月３０日原子力安

全委員会決定）及び「発電用原子

炉施設の安全解析に関する気象指

針」（昭和５７年１月２８日原子力

安全委員会決定）等に基づいて実

施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

適合対象

（2.1 に設計方

針等を示す） 
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13 条－2 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

一倍以下となること。 

二 設計基準事故時において次に掲げ

る要件を満たすものであること。 

イ 炉心の著しい損傷が発生するお

それがないものであり、かつ、炉

心を十分に冷却できるものであ

ること。 

ロ 燃料材のエンタルピーが炉心及

び原子炉冷却材圧力バウンダリ

の健全性を維持するための制限

値を超えないこと。 

ハ 原子炉冷却材圧力バウンダリに

かかる圧力が最高使用圧力の一・

二倍以下となること。 

ニ 原子炉格納容器バウンダリにか

かる圧力及び原子炉格納容器バ

ウンダリにおける温度が最高使

用圧力及び最高使用温度以下と

なること。 

ホ 設計基準対象施設が工場等周辺

の公衆に放射線障害を及ぼさな

いものであること。 

 

2. 適合のための設計方針等 

「1. 要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための設

計方針等を示すとともに，今回の設備改造時における適合のための設計方針等

を以下に示す。 
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13 条－3 

2.1 設置許可基準規則第十三条第１項について 

既許可における設計方針等 

既許可では，設計基準対象施設は，固有の安全性及び安全確保のために設計

した設備により安全に運転できることを示すために，運転時の異常な過渡変化

及び設計基準事故に対する解析及び評価を，「発電用軽水型原子炉施設の安全

評価に関する指針」（平成2年8月30日原子力安全委員会決定）及び「発電用原

子炉施設の安全解析に関する気象指針」（昭和57年1月28日原子力安全委員会決

定）等に基づき実施し，要件を満足する設計としている。 

下記に示す今回の設備改造のうち，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事

故の評価に直接関係する設備としては，原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モ

ニタ検出器があり，添付書類十の環境への放射性物質の異常な放出のうち「燃

料集合体の落下」及び「原子炉冷却材喪失」においてこの検出器による信号の

発信に期待している。 

【十三条－参考１】 

【十三条－参考２】 

設備改造時における設計方針等 

原子炉棟換気系は，通常運転時における原子炉建屋の負圧維持のための常用

換気系（ＭＳ－３）であるとともに，原子炉冷却材喪失等が生じた場合，ドラ

イウェル圧力高，原子炉水位低，原子炉建屋放射能高のいずれかの信号で，原

子炉棟換気系隔離弁を閉止することにより，ＭＳ－１及びＭＳ－２機能を持つ

二次格納施設のバウンダリを形成する設計としている。また，原子炉建屋換気

系（ダクト）放射線モニタ検出器は，安全保護系として上記の原子炉建屋放射

能高の信号を発信する機能（ＭＳ－１）とともに，緊急時対策上重要なもの及

び異常状態の把握機能（ＭＳ－３）を有している。 
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13 条－4 

今回の設備改造では，原子炉棟換気系隔離弁及びダクトの一部を撤去する

が，原子炉建屋付属棟内の隔離弁及びダクト並びに原子炉建屋原子炉棟内に追

設するダクトにより，上記ＭＳ－１，２及び３の機能が維持されるよう，常用

換気系の機能を維持するとともに，原子炉冷却材喪失等が生じた場合に隔離弁

を閉止する設計についても変更が生じないよう設計する。撤去するダクトには

原子炉建屋原子炉棟内及び原子炉建屋付属棟内で閉止措置を行い，撤去するダ

クトが貫通していた原子炉建屋原子炉棟の壁には閉止措置を行う。後者の閉止

措置した壁は，二次格納施設（原子炉建屋原子炉棟）のバウンダリを形成する

こととなるため，二次格納施設としての設計を行う。 

また，今回の設備改造では，原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ検出

器を原子炉建屋付属棟内の原子炉棟換気系排気ラインＢ系隔離弁の上流（原子

炉側）に移設することで，上記ＭＳ－１及び３の機能を維持できるよう設計す

る。 

以上の設計により，添付書類十の安全評価において考慮している原子炉建屋

換気系（ダクト）放射線モニタ検出器による「原子炉建屋放射能高」信号の発

信についても，燃料の落下等により放射性物質が放出された場合において，原

子炉棟換気系隔離弁は自動的に閉鎖し，原子炉建屋ガス処理系を自動的に起動

させる設計としており，変更が生じない。 

したがって，既許可における適合のための設計方針等を踏まえたものであ

り，本項に適合する。 
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13 条－5 

十三条－参考 1 

既許可 添付書類八 1.9.7.1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年 6 月 19 日制定）」に対する適合 
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13 条－6 
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13 条－7 

十三条－参考 2 

既許可 添付書類十 3. 事故解析 3.4 環境への放射性物質の異常な放出 
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13 条－8 
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